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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波の送受信を行う超音波振動子、受熱器、及び前記超音波振動子と前記受熱器とを
格納するハウジングケースを備えた超音波送受信部と、
　前記超音波送受信部を超音波診断装置本体に接続するプローブコネクタ部と、
　送風路と、
　冷却ファンと、
　を有する超音波プローブであって、
　前記プローブコネクタ部は、
　並列して連結された複数の冷却媒体通路を有し、冷却媒体が前記複数の冷却媒体通路内
を通過することにより前記冷却媒体の熱を放熱する放熱器と、
　前記冷却媒体を前記超音波送受信部内の受熱器と前記放熱器との間を循環させる循環部
と、
　前記放熱器及び前記循環部を格納するコネクタケースと、
　を有し、
　前記送風路は、前記複数の冷却媒体通路の並列方向に沿って形成されており、
　前記冷却ファンは前記送風路に送風する、
　ことを特徴とする超音波プローブ。
【請求項２】
　前記放熱器は、前記複数の冷却媒体通路の並列方向が前記コネクタケースの内側の面に
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沿って設置されていることを特徴とする請求項１に記載の超音波プローブ。
【請求項３】
　前記コネクタケースの外側の面が凹凸状の形状に形成されていることを特徴とする請求
項１又は請求項２のいずれかに記載の超音波プローブ。
【請求項４】
　前記コネクタケースの外側の面は、前記放熱器が設置されている側の面であることを特
徴とする請求項３に記載の超音波プローブ。
【請求項５】
　前記冷却ファンは前記コネクタケース内に設置されていることを特徴とする請求項１乃
至請求項４のいずれかに記載の超音波プローブ。
【請求項６】
　前記コネクタケース内に、前記放熱器及び前記循環部と、前記プローブコネクタ部と前
記超音波診断装置本体との間で信号の送受信を行う回路部とを隔離する仕切り部材が設置
されていることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の超音波プローブ。
【請求項７】
　前記超音波送受信部のハウジングケース内又は前記プローブコネクタ部のコネクタケー
ス内のうち少なくとも一方に設けられた温度検出器と、
　前記温度検出器により検出された温度に基づいて前記受熱器に循環させる冷却媒体の流
量を調整する冷媒流量制御部と、を更に有することを特徴とする請求項１乃至請求項６の
いずれかに記載の超音波プローブ。
【請求項８】
　前記冷媒流量制御部は、前記循環部から送り出される冷却媒体の流量を変えて前記受熱
器に循環させることを特徴とする請求項７に記載の超音波プローブ。
【請求項９】
　前記循環部は前記冷却媒体を排出する排出口と前記排出口に設置された冷却媒体調整弁
とが設けられたポンプからなり、
　前記冷却流量制御部は、前記冷却媒体調整弁の開度を変えて前記冷却媒体の流量を調整
することを特徴とする請求項７に記載の超音波プローブ。
【請求項１０】
　前記超音波送受信部のハウジングケース内又は前記プローブコネクタ部のコネクタケー
ス内のうち少なくとも一方に温度検出器が備えられ、
　前記冷却ファンは前記温度検出器により検出された温度に基づいてファンの回転速度を
変えて送風を行うことを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の超音波プロ
ーブ。
【請求項１１】
　前記温度検出器は、前記ハウジングケース内における前記超音波振動子の周辺、前記受
熱器の周辺、又は前記コネクタケース内における前記放熱器の周辺のうち、少なくとも１
箇所に設置されていることを特徴とする請求項７乃至請求項１０のいずれかに記載の超音
波プローブ。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１に記載の超音波プローブと、
　前記超音波プローブによる超音波の送受信により収集された信号に基づいて画像データ
を生成する画像生成部と、
　を有することを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、被検体に対して超音波の送受信を行うことにより被検体内を画像化する超
音波診断装置に関する。特に、超音波プローブの温度を冷却する技術に関する。
【背景技術】



(3) JP 4594710 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

【０００２】
　被検体内に超音波を送信し、被検体からの反射波をエコー信号として受信することで画
像データを作成する超音波診断装置が医用分野において広く用いられている。その超音波
診断装置においては、超音波プローブを被検体の体表に接触させて超音波の送受信を行い
、被検体内の画像を取得している。
【０００３】
　超音波の送受信を行う超音波プローブは、一般的に、圧電セラミックスからなり超音波
の送受信子となるトランスデューサ部と、送受信子に接続された信号線及び電磁シールド
と、を有して構成されている。トランスデューサ部、信号線及び電磁シールドはハウジン
グケースにより格納され、信号線はケーブルによって束ねられて超音波診断装置本体に接
続されている。また、超音波プローブと超音波診断装置本体とはプローブコネクタ部によ
って接続されている。さらに、信号処理のための回路基板をハウジングケース内に備えて
いる場合もある。
【０００４】
　超音波診断装置が稼動している状態においては、トランスデューサ部により超音波の送
受信が行われる。しかしながら、トランスデューサ部で発生した全ての超音波が被検体内
に送信されるわけではなく、一部はトランスデューサ内で吸収されて熱に変わっている。
また、上述した回路基板においても電力が消費されるため、その回路基板は発熱源となっ
ている。
【０００５】
　超音波プローブは上述したように被検体の体表に接触させて使用されるものであるため
、安全上、表面温度が一定の温度を超えないように超音波プローブを設計する必要がある
。
【０００６】
　一方、超音波診断装置によって得られる画像のＳ／Ｎを改善する方法として、超音波プ
ローブの送信音響パワーを増大させる方法がある。送信音響パワーは安全上、上限を規制
されているため無制限に増大させることができないが、安全の範囲内でできるだけ増大さ
せた方が、よりＳ／Ｎの良い画像を得ることができる。しかしながら、送信音響パワーを
増大させると超音波プローブ内の発熱量も大きくなり、超音波プローブの表面温度の温度
を大きく上昇させてしまうことになる。被検体と接触する超音波プローブの表面温度が上
昇することにより、被検体に不快感を与えることになる。
【０００７】
　また、超音波振動子を２次元的に配置し、超音波の走査を３次元的に行う２次元超音波
プローブが開発されており、実用化も始まっている。このような２次元超音波プローブで
は素子数が従来の超音波プローブに比べて増大し、チャンネル数が増大すること等から、
内蔵する回路基板の規模も大きくなってきている。内蔵する回路基板が増大すれば回路基
板での発熱も増大し、超音波プローブ全体としての発熱が増大することになる。そのこと
により、表面温度が一定の温度を超えないように超音波プローブを設計することが更に困
難になってきている。
【０００８】
　そこで、水等の冷却媒体を利用して超音波プローブを冷却する機構を備えた超音波プロ
ーブの提案がなされている（例えば特許文献１、特許文献２）。これらの超音波プローブ
においては、超音波プローブを冷却するために超音波プローブ内に冷却媒体を循環させる
構造を有している。この冷却媒体を超音波プローブ内に流すためのポンプや冷却媒体を冷
やすための放熱器等からなる冷却システムは、超音波プローブと超音波診断装置本体とを
接続するプローブコネクタ部や超音波診断装置本体に設置されている。
【０００９】
【特許文献１】米国特許第５５０３６２号明細書
【特許文献２】特開２００３－３８４８５号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、超音波診断装置本体内に冷却システムを組み込んだ場合においては、プ
ローブコネクタ部を介して冷却媒体を循環させることが必要となるため、超音波診断装置
本体とプローブコネクタ部との間における冷却媒体の接続機構のコストが向上するととも
に冷却能力の信頼性の確保が困難となる。
【００１１】
　また、プローブコネクタ部を含む超音波プローブ内部に冷却媒体による冷却システムを
組み込んだ場合においては、超音波プローブ内のスペースが小さいため、冷却能力の信頼
性を確保しつつ十分な冷却能力を発揮する冷却システムを実現することが困難となってい
る。
【００１２】
　冷却能力を向上させるためには、冷却媒体の熱を放熱して冷却媒体を冷却する放熱器を
大きくする必要がある。冷媒を循環させるためのポンプ、放熱器及び冷媒の貯蔵容器等を
プローブコネクタ部の内部に格納する場合、大きい放熱器をプローブコネクタ部内に格納
すると、その分、プローブコネクタ部が大型化する。また、冷却媒体を循環させるポンプ
と冷却媒体を放熱するためのラジエター、ラジエターファン等をプローブコネクタ部に内
蔵する必要があり、そのことによってもプローブコネクタ部が大型化する。このように、
冷却能力を高めようとすると冷却システムが大型になってしまうため、冷却能力の向上と
冷却システムの小型化とを同時に満たすことが困難となっていた。
【００１３】
　また、従来技術に係る冷却システムにより超音波プローブを冷却する場合、プローブ部
の温度が上昇していない状況であっても必要以上に超音波プローブを冷却してしまうため
、エネルギー効率が悪いといった問題もある。
【００１４】
　この発明は上記の問題を解決するものであり、冷却媒体を使用して超音波プローブを冷
却する超音波診断装置において、十分な冷却能力を確保しつつも大型化しない超音波プロ
ーブ及びその超音波プローブを備えた超音波診断装置を提供することを目的とする。換言
すると、小型化を維持しつつも十分な冷却能力を確保することが可能な超音波プローブ及
びその超音波プローブを備えた超音波診断装置を提供することを目的とする。
【００１５】
　さらに、冷却能力を調節することにより、必要な送信音響パワーを確保しつつ安全な表
面温度を確保できる超音波プローブ及びその超音波プローブを備えた超音波診断装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　請求項１に記載の発明は、超音波の送受信を行う超音波振動子、受熱器、及び前記超音
波振動子と前記受熱器とを格納するハウジングケースを備えた超音波送受信部と、前記超
音波送受信部を超音波診断装置本体に接続するプローブコネクタ部と、送風路と、冷却フ
ァンと、を有する超音波プローブであって、前記プローブコネクタ部は、並列して連結さ
れた複数の冷却媒体通路を有し、冷却媒体が前記複数の冷却媒体通路内を通過することに
より前記冷却媒体の熱を放熱する放熱器と、前記冷却媒体を前記超音波送受信部内の受熱
器と前記放熱器との間を循環させる循環部と、前記放熱器及び前記循環部を格納するコネ
クタケースと、を有し、前記送風路は、前記複数の冷却媒体通路の並列方向に沿って形成
されており、前記冷却ファンは前記送風路に送風する、ことを特徴とする超音波プローブ
である。
【００１７】
　この発明によると、冷却媒体通路を複数設けることで放熱器の表面積が大きくなるため
、放熱器の大きさに対して放熱器の表面積（放熱面積）の割合を大きくすることができる
。つまり、放熱器を小さくしても表面積（放熱面積）を大きくすることが可能となるため



(5) JP 4594710 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

、放熱器を小さくしても放熱の効率を向上させることが可能となる。放熱器を小さくする
ことにより、その放熱器を格納するコネクタケースの小型化が可能となるため、超音波プ
ローブの小型化が可能となる。このように、放熱器による放熱の効率を向上させつつ超音
波プローブの小型化が可能となる。また、冷却ファンによりコネクタケース内に外気が取
り込まれ、その外気は送風路を通って再びコネクタケースの外部に送り出される。送風路
が冷却媒体通路の並列方向に沿って形成されているため、放熱器は外気に触れて冷却され
る。放熱器からコネクタケースに熱を伝達してコネクタケースの側面からその熱を放熱す
るだけでなく、冷却ファンによって放熱器を冷却することで、更に効率良く放熱すること
が可能となる。
【００１８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の超音波プローブであって、前記放熱器は、
前記複数の冷却媒体通路の並列方向が前記コネクタケースの内側の面に沿って設置されて
いることを特徴とするものである。
【００１９】
　放熱器は複数の冷却媒体通路が並列して配置されているため、全体として板状の形状と
なる。その板状の放熱器をコネクタケースの内側の面に沿って設置している。例えば、放
熱器をコネクタケースの内側の面に接触させて設置する。放熱器から放熱された熱が直接
、コネクタケースに伝わり、プローブコネクタ部の外部に熱が放熱されるため、放熱の効
率が向上する。また、板状の放熱器をコネクタケースの内側の面に沿って設置しているた
め、コネクタケース内において放熱器が占有するスペースを小さくすることが可能となる
。そのことにより、放熱器による放熱の効率を向上させつつ超音波プローブの小型化が可
能となる。
【００２０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２のいずれかに記載の超音波プローブで
あって、前記コネクタケースの外側の面が凹凸状の形状に形成されていることを特徴とす
るものである。
【００２１】
　コネクタケースの外側の面を凹凸状の形状とすることで、コネクタケースの外側の面の
表面積が大きくなる。そのことにより、プローブコネクタ部の外部に熱を放熱するための
面積が大きくなるため、放熱の効率を向上させることが可能となる。
【００２２】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の超音波プローブであって、前記コネクタケ
ースの外側の面は、前記放熱器が設置されている側の面であることを特徴とするものであ
る。
【００２５】
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の超音波プローブで
あって、前記冷却ファンは前記コネクタケース内に設置されていることを特徴とするもの
である。
【００２６】
　請求項６に記載の発明は、請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の超音波プローブで
あって、前記コネクタケース内に、前記放熱器及び前記循環部と、前記プローブコネクタ
部と前記超音波診断装置本体との間で信号の送受信を行う回路部とを隔離する仕切り部材
が設置されていることを特徴とするものである。
【００２７】
　請求項７に記載の発明は、請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の超音波プローブで
あって、前記超音波送受信部のハウジングケース内又は前記プローブコネクタ部のコネク
タケース内のうち少なくとも一方に設けられた温度検出器と、前記温度検出器により検出
された温度に基づいて前記受熱器に循環させる冷却媒体の流量を調整する冷媒流量制御部
と、を更に有することを特徴とするものである。
【００２８】
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　温度検出器により、ハウジングケース内又はコネクタケース内の温度を検出し、その検
出結果に基づいて冷却媒体の流量を調整する。検出された温度が高い場合は、冷却媒体の
流量を増やして冷却能力を高める。一方、検出された温度が低い場合は、冷却媒体の流量
を減らして冷却能力を低下させる。
【００２９】
　例えば、検出された温度と超音波送受信部を安全な温度範囲に維持するための冷却媒体
の流量とを対応付けたテーブルを予め求めておき、そのテーブルを超音波診断装置本体に
設置されている記憶部に記憶しておく。そして、検出され温度に基づいて超音波診断装置
本体に設置されている制御部（算出部）がテーブルを参照し、超音波送受信部を安全な温
度範囲に維持するための冷却媒体の流量を求める。そして、その冷却媒体の流量を超音波
送受信部の受熱器に送り出して超音波送受信部の冷却を行う。
【００３０】
　このように超音波送受信部等の実際の温度を検出し、その温度に基づいて冷却媒体の流
量を調整することで、超音波送受信部を安全な温度範囲に維持することが可能となる。ま
た、冷却が不要な場合は冷却媒体の流量を減らすことにより、超音波送受信部が過度に冷
却されることがなくなるため、結露の発生を防止することが可能となる。
【００３１】
　例えば、ポンプ（循環部）にて冷却媒体を循環させる場合、検出された温度に基づいて
そのポンプに印加する駆動電圧を変えて冷却媒体の流量を調整する。具体的には、検出さ
れた温度が高い場合はポンプに印加する駆動電圧を高くし、温度が低い場合は駆動電圧を
低くする。このように検出された温度に応じて駆動電圧を制御することで、無駄な電力の
消費を抑制することが可能となる。
【００３２】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の超音波プローブであって、前記冷媒流量制
御部は、前記循環部から送り出される冷却媒体の流量を変えて前記受熱器に循環させるこ
とを特徴とするものである。
【００３３】
　請求項９に記載の発明は、請求項７に記載の超音波プローブであって、前記循環部は前
記冷却媒体を排出する排出口と前記排出口に設置された冷却媒体調整弁とが設けられたポ
ンプからなり、前記冷却流量制御部は、前記冷却媒体調整弁の開度を変えて前記冷却媒体
の流量を調整することを特徴とするものである。
【００３４】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の超音波プローブ
であって、前記超音波送受信部のハウジングケース内又は前記プローブコネクタ部のコネ
クタケース内のうち少なくとも一方に温度検出器が備えられ、前記冷却ファンは前記温度
検出器により検出された温度に基づいてファンの回転速度を変えて送風を行うことを特徴
とするものである。
【００３５】
　請求項１１に記載の発明は、請求項７乃至請求項１０のいずれかに記載の超音波プロー
ブであって、前記温度検出器は、前記ハウジングケース内における前記超音波振動子の周
辺、前記受熱器の周辺、又は前記コネクタケース内における前記放熱器の周辺のうち、少
なくとも１箇所に設置されていることを特徴とするものである。
【００３６】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１乃至請求項１１に記載の超音波プローブと、前記
超音波プローブによる超音波の送受信により収集された信号に基づいて画像データを生成
する画像生成部と、を有することを特徴とする超音波診断装置である。
【発明の効果】
【００３７】
　請求項１に記載の発明によると、複数の冷却媒体通路を並列して設けることにより、放
熱器を小さくしても表面積（放熱面積）を大きくすることができるため、放熱器による放
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熱の効率を向上させつつ超音波プローブの小型化が可能となる。また、冷却ファンを設け
、複数の冷却媒体通路の並列方向に沿って送風路を形成することにより、冷却ファンによ
り取り込まれた外気が送風路を通過する際に放熱器が冷やされるため、効率的に放熱器を
冷却することができる。
【００３８】
　請求項２に記載の発明によると、複数の冷却媒体通路を並列してコネクタケースの内側
の面に沿って設置することにより、放熱器から放熱された熱がコネクタケースに伝わって
プローブコネクタ部の外部に放熱されやすくなるため、放熱効率を向上させることが可能
となる。さらに、板状の放熱器をコネクタケースの内側の面に沿って設置することにより
、放熱器が占有するスペースが小さくて済むため、超音波プローブの小型化が可能となる
。
【００３９】
　請求項３に記載の発明によると、コネクタケースの外側の面を凹凸状の形状とすること
により、コネクタケースの外側の面の表面積（放熱面積）が大きくなるため、放熱の効率
が向上する。
【００４０】
　請求項４に記載の発明によると、放熱器を設置した側面の外側の面が凹凸状となってい
ることにより、放熱器から放熱されてコネクタケースに伝達された熱が、コネクタケース
から外部に放出されやすくなり、放熱の効率が向上する。
【００４２】
　請求項６に記載の発明によると、仕切り部材により放熱器及び循環部と、他の機器（例
えば回路基板等の電気部品）とを隔離することで、他の機器で発熱した熱が受熱器及び循
環部に伝わり難くなるため、放熱器の放熱効率の低下を防ぐことが可能となる。また、放
熱器又は循環部から冷却媒体が漏れ出しても、放熱器等は仕切り部材により他の機器から
隔離されているため、漏れた冷却媒体が他の機器に触れることがないため、漏電及び他の
機器のショートを防止することが可能となる。
【００４３】
　請求項７乃至請求項１１に記載の発明によると、ハウジングケース内又はコネクタケー
ス内に温度検出器を設け、その温度検出器で検出された温度に基づいて受熱器に循環させ
る冷却媒体の流量又は冷却ファンの回転速度等を調整することにより、超音波プローブの
温度を安全な温度範囲に維持することが可能となり、過度の冷却による結露の発生を防止
することができ、さらに無駄な電力の消費を抑制することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、この発明の実施形態に係る超音波プローブ及びその超音波プローブを備えた超音
波診断装置について、図１乃至図８を参照しつつ説明する。
【００４５】
［第１の実施の形態］
【００４６】
（構成）
　この発明の実施形態に係る超音波プローブ及びその超音波プローブを備えた超音波診断
装置の構成について、図１及び図２を参照しつつ説明する。図１はこの発明の実施形態に
係る超音波診断装置の概略構成を示す図である。
【００４７】
　図１に示すように、超音波診断装置は、超音波診断装置本体１と超音波プローブとを備
えて構成されている。超音波プローブは、圧電振動子が備えられて超音波の送受信を行う
プローブ部２と、ケーブル１１と、プローブコネクタ部４とを備えて構成されている。超
音波プローブはプローブコネクタ部４によって超音波診断装置本体１に着脱自在に接続さ
れている。
【００４８】
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　プローブ部２は、超音波診断装置本体１から高周波の電圧信号を、プローブコネクタ部
４及びケーブル１１を介して受け取り、これを圧電振動子（図示しない）にて超音波信号
に変換して被検体に送信する。そして、被検体からの反射波をエコー信号として受け、こ
れを圧電振動子（図示しない）の圧電効果により電気信号に変換してケーブル１１及びプ
ローブコネクタ部４を介して超音波診断装置本体１に送信する。このプローブ部２がこの
発明の「超音波送受信部」に相当する。
【００４９】
　超音波診断装置本体１は、Ｂモード処理系（包絡線検波、対数圧縮、輝度変調等を行う
）、ドプラモード処理系（直交検波、ドプラ偏位周波数成分の取り出し、フィルタ処理、
ＦＦＴ処理等を行う）、又はカラーモード処理系（直交検波、フィルタ処理、自己相関演
算処理、流速・分散演算処理等を行う）からなる信号処理回路及びＤＳＣ回路（デジタル
スキャンコンバータ回路）を備え、画像データを生成する。
【００５０】
　ケーブル１１は複数の信号線（図示しない）を束ねてプローブコネクタ部４からプロー
ブ２部内に信号線（図示しない）を導いている。ケーブル１１は、プローブ部２のハウジ
ングケース２ａの後方に開けられた開口部からハウジングケース２ａの内部に引き込まれ
、抜けないようにハウジングケース２ａ内部の金属製のケーブルクランプ部に締め付けら
れている。
【００５１】
　これらの複数の信号線（図示しない）は、プローブ部２のハウジングケース２ａの内部
において、フレキシブルプリント配線基板や電子回路を搭載した樹脂基板等（いずれも図
示しない）の複数本の信号線に対して電気的に接続されている。
【００５２】
　プローブ部２のハウジングケース２ａ内部には、プローブ部２を冷却するための受熱器
３が設けられている。この受熱器３は、銅（Ｃｕ）やアルミニウム（Ａｌ）等の金属から
なり、内部が空洞の管が折れ曲がった形状を有している。この受熱器３の内部に水等から
なる冷媒を循環させることによりプローブ部２の冷却を行う。プローブコネクタ部４はコ
ネクタケース１２の内部に、主にポンプ５と放熱器６とを備えている。放熱器６は、例え
ば、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）等の金属からなる。この放熱器６の構造について
は後で詳しく説明する。また、ケーブル１１内にはチューブ状の冷媒管７ａ、７ｂが挿入
されている。なお、ポンプ５がこの発明の「循環部」に相当する。
【００５３】
　そして、プローブコネクタ部４に内蔵されているポンプ５により、ケーブル１１に内蔵
された冷媒管７ａ、７ｂを介して冷却媒体を循環させている。ポンプ５が冷却媒体を排出
することにより、冷媒管７ａを介してプローブコネクタ部４からプローブ２部内の受熱器
３に冷却媒体が送り出される。受熱器３は、プローブ部２内で発生した熱（例えば圧電振
動子にて発生した熱）を吸熱し、その吸熱した熱を冷却媒体に伝導する。このように受熱
器３から冷却媒体に熱が伝わることでプローブ部２内の温度が低下する。一方、受熱器３
から熱を受け取ることにより冷却媒体の温度は上昇する。
【００５４】
　そして、ポンプ５が冷却媒体を吸い込むことにより、冷媒管７ｂを介してプローブ部２
からプローブコネクタ部４に冷却媒体が吸い込まれる。ポンプ５によって吸い込まれた冷
却媒体はプローブコネクタ部４内の放熱器６に送り出され、その放熱器６により冷却媒体
の熱が外部に放熱されることで冷却媒体が冷却され、再びポンプ５によってプローブ部２
に排出される。この一連の流れを繰り返すことにより、プローブ部２の冷却を行っている
。
【００５５】
　ここで、プローブコネクタ部４の詳細な構成について図２を参照しつつ説明する。図２
はこの発明の第１の実施形態に係るプローブコネクタ部の概略構成を示す図である。図２
（ａ）は、第１の実施形態に係るプローブコネクタ部の正面図である。図２（ｂ）は、図



(9) JP 4594710 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

２（ａ）に示す線分Ｂ－Ｂ’に沿ったプローブコネクタ部の断面図である。図２（ｃ）は
、図２（ａ）に示す線分Ｃ－Ｃ’に沿ったプローブコネクタ部の断面図である。
【００５６】
　図２（ａ）、（ｂ）に示すように、プローブコネクタ部４はコネクタケース１２の内部
に、冷却媒体をプローブ部２に送り出す送出ポンプ５ａと、プローブ部２から冷却媒体を
吸い込む吸入ポンプ５ｂと、を備えている。さらに、冷却媒体を冷却する放熱器６が備え
られている。なお、この実施形態においては送出ポンプ５ａと吸入ポンプ５ｂとを備えて
いるが、１つのポンプにより冷却媒体の送出及び吸い込みを行っても良い。
【００５７】
　送出ポンプ５ａには冷媒管７ａの一端が接続され、吸入ポンプ５ｂには冷媒管７ｂの一
端が接続されている。冷媒管７ａ、７ｂはケーブル１１に内蔵されて、冷媒管７ａ、７ｂ
の他端はプローブ部２内の受熱器３に接続されている。送出ポンプ５ａは冷媒管７ａを介
して冷却媒体をプローブ部２の受熱器３に送り出し、吸入ポンプ５ｂは冷媒管７ｂを介し
て冷却媒体をプローブ部２から吸い込む。
【００５８】
　また、送出ポンプ５ａには冷媒管７ａを介してプローブ部２の受熱器３に送り出す冷却
媒体の流量を調節する流量調節弁（図示しない）が設けられている。送出ポンプ５ａに印
加する駆動電圧を変えることにより、送出ポンプ５ａから送り出される冷却媒体の流量を
調整することができる。また、流量調整弁の開度（開口の大きさ）を調節することで、送
出ポンプ５ａから冷媒管７ａに送り出される冷却媒体の流量を調整することができる。
【００５９】
　また、吸入ポンプ５ｂには冷媒管７ｃの一端が接続され、その冷媒管７ｃの他端は放熱
器６のヘッダーパイプ６ａに接続されている。そして、吸入ポンプ５ｂは、冷媒管７ｂを
介して超音波プローブ２の受熱器３から吸入した冷却媒体を、冷媒管７ｃを介して放熱器
６に送出する。さらに、送出ポンプ５ａには冷媒管７ｄの一端が接続され、その冷媒管７
ｄの他端は放熱器６のフッダーパイプ６ｂに接続されている。そして、放出ポンプ５ａは
放熱器６から冷却媒体を吸い込んで、冷媒管７ａを介して超音波プローブ２の受熱器３に
送り出す。
【００６０】
　ここで、冷媒を冷却する放熱器６の構成について図２（ｃ）及び図３を参照しつつ説明
する。図３はこの発明の実施形態に係る放熱器の構成を示す図である。図２（ｃ）及び図
３（ａ）に示すように、放熱器６は内部が空洞の多数の冷却媒体通路６ｃが並列して連結
されている。このように多数の冷却媒体通路６ｃが並列して連結されているため、放熱器
６は全体として板状の形状を有することになる。そして、多数の冷却媒体通路６ｃの一端
は並列方向に延びるヘッダーパイプ６ａによって互いに連結され、多数の冷却媒体通路６
ｃの他端は並列方向に延びるフッダーパイプ６ｂによって互いに連結されている。そして
、その冷却媒体通路６ｃの内部を冷却媒体が通過することで、冷却媒体の熱が外部に放出
され、冷却媒体が冷却される。
【００６１】
　このように多数の冷却媒体６ｃを並列して互いに連結することにより、放熱器６の表面
面積（放熱面積）が大きくなるため、放熱器６の大きさに対して表面積の割合が大きくな
る。つまり、表面積（放熱面積）を大きくしつつも、放熱器６を小さくすることが可能と
なるため、放熱器６を小さくしても放熱の効率を向上させることが可能となる。放熱器６
を小さくすることができるため、この放熱器６を格納するコネクタケース１２の小型化が
可能となり、その結果、超音波プローブの小型化が可能となる。
【００６２】
　また、板状の放熱器６をコネクタケース１２の内側に密着させることで、放熱器６の複
数の冷却媒体通路６ｃの表面から放出された熱がコネクタケース１２の外部に放出されや
すい構造となる。つまり、放熱器６から放出された熱が、直接、コネクタケース１２に伝
導されるため、熱がコネクタケース１２の外部に放出されやすくなり、冷却媒体を効率良
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く冷却することが可能となる。
【００６３】
　さらに、板状の放熱器６をコネクタケース１２の内側の面に沿って設置しているため、
コネクタケース内において放熱器６が占有するスペースを小さくすることが可能となる。
そのことにより、放熱器６による放熱の効率を向上させつつ、超音波プローブの小型化が
可能となる。
【００６４】
　また、コネクタケース１２の内部には、回路基板８ａ、８ｂ、８ｃが設置され、回路基
板８ａ等には複数の信号線１１ａの一端が接続されている。この複数の信号線１１ａの他
端はプローブ部２に接続され、その信号線１１ａを介してプローブ部２に対して電気信号
を送信し、更にプローブ部２から電気信号を受信する。複数の信号線１１ａはケーブル１
１によって束ねられて、プローブコネクタ部４からプローブ部２内に導かれている。
【００６５】
　プローブコネクタ部４はＤＬコネクタ９ｂにより超音波診断装置本体１に接続され、コ
ネクタロック機構部１０により固定される。これにより、超音波プローブは超音波診断装
置本体２に着脱可能に接続される。
【００６６】
（動作）
　次に、この発明の実施形態に係る超音波プローブ及び超音波診断装置の動作について説
明する。ポンプ５ａにより冷媒管７ａに冷媒が送り出され、冷媒管７ａを介してプローブ
部２内の受熱器３に冷却媒体が送り出される。冷媒管７ａによって受熱器３に到達した冷
却媒体は、プローブ部２内の熱を吸熱する。そして、吸入ポンプ５ｂによる吸入が行われ
ると、冷却媒体は冷媒管７ｂを介してプローブ部２の受熱器３から吸入ポンプ５ｂに吸入
される。吸入ポンプ５ｂに吸入された冷却媒体は吸入ポンプ５ｂにより放熱器６に送り出
される。
【００６７】
　放熱器６に送り出された冷却媒体は、ヘッダーパイプ６ａ内を図２（ｃ）、図３（ａ）
に示す矢印Ａの方向に送り出され、さらに放熱器６のヘッダーパイプ６ａから放熱器６の
多数の冷却媒体通路６ｃに送り出される。そして、多数の冷却媒体通路６ｃ内を通る際に
、冷却媒体の熱が冷却媒体通路６ｃの外部に放熱されて冷却媒体が冷却される。
【００６８】
　板状の放熱器６がコネクタケース１２の内側に密着していることにより、冷却媒体通路
６ｃの表面から放出された熱が直接、コネクタケース１２に伝導され、伝導された熱がコ
ネクタケース１２の外部に放出される。
【００６９】
　そして、多数の冷却媒体通路６ｃ内を通ってフッダーパイプ６ｂから放熱器６の外部に
送り出され（矢印Ｂの方向）、冷媒管７ｄを介して送出ポンプ５ｂに送り出される。この
ように、多数の冷却媒体通路６ｃを設けることで、放熱器６の表面積（放熱面積）が大き
くなるため、放熱の効率が良くなり、この放熱器６を通ることにより冷却媒体を十分に冷
却することが可能となる。
【００７０】
　放熱器６により冷却されて送出ポンプ５ａに送り出された冷却媒体は、再び、送出ポン
プ５ａにより送り出され、冷媒管７ａを介してプローブ部２の受熱器３に送り出される。
このように受熱器３にて得た熱を放熱器６によって放熱し、冷却された冷却媒体をポンプ
５ａ、５ｂにて循環させてプローブ部２内の熱の上昇を抑制している。
【００７１】
　以上のように、多数の冷却媒体通路６ｃを並列に連結して放熱器６を構成することによ
り、放熱器６の表面積（放熱面積）が大きくなるため、効率的に冷却媒体の熱を放出させ
ることが可能となる。また、板状の放熱器６をコネクタケース１２の内側の面に沿って設
置することで、放熱器６から放熱された熱がコネクタケース１２の外部に放熱されやすく
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なるため、効率良く冷却媒体を冷却することが可能となる。さらに、放熱器６は全体とし
て板状の形状をなしてコネクタケース１２の内側の面に沿って設置されているため、コネ
クタケース１２内において放熱器６が占有するスペースが小さくて済み、プローブコネク
タ部４の小型化、つまり超音波プローブの小型化が図れる。
【００７２】
　なお、この発明は図２（ｃ）及び図３（ａ）に示す放熱器６に限らず、例えば図３（ｂ
）に示す放熱器６を用いてもこの発明の作用及び効果を奏することが可能である。図３（
ａ）に示す放熱器６においては、個々の冷却媒体通路６ｃの幅が狭く、多数の冷却媒体通
路６ｃが連結されている。図３（ｂ）に示す放熱器６においては、３本の冷却媒体通路６
ｃが並列して連結され、個々の冷却媒体通路６ｃの幅が広くなっている。このように、冷
却媒体通路６ｃの数を減らし、個々の冷却媒体通路６ｃの幅を広くしてもこの発明の作用
及び効果を奏することができる。
【００７３】
　この実施形態における放熱器６においては、複数の冷却媒体通路６ｃが並列に配列され
て連結されているが、この発明はこれに限られない。例えば、１本の冷却媒体通路を複数
回折り曲げて、全体として板状の形状となるようにしても良い。また、この実施形態にお
いては、１つの放熱器６が設けられているが、コネクタケース１２の内側の両面に放熱器
６を設置しても良い。
【００７４】
［第２の実施の形態］
　この発明の第２の実施形態に係るプローブコネクタ部の概略構成について、図４を参照
しつつ説明する。図４は、この発明の第２の実施形態に係るプローブコネクタ部の概略構
成を示す図である。図４（ａ）は、第２の実施形態に係るプローブコネクタ部の正面図で
ある。図４（ｂ）は、図４（ａ）に示す線分Ｂ－Ｂ’に沿ったプローブコネクタ部の断面
図である。
【００７５】
　この第２の実施形態に係るプローブコネクタ部の構成は、第１の実施形態に係るプロー
ブコネクタ部の構成とほぼ同じであるが、コネクタケース１２に内蔵されている回路基板
８ａ等の電気系統の部品と放熱器６等からなる冷却ユニットとを断熱性のある仕切り部材
１３にて隔てている点が異なる。
【００７６】
　具体的には、信号線１１ａや回路基板８ａ等の電気系統の部品と、放熱器６、ポンプ５
ａ、５ｂ及び冷媒管７ａ等とを断熱性のある仕切り部材１３にて分けて設置している。仕
切り部材１３は、信号線１１ａ及び回路基板８ａからなる電気系統の部品を囲むようにコ
ネクタケース１２内に設置され、仕切り部材１３の外部に放熱器６、ポンプ５ａ、５ｂ及
び冷媒管７ａ等が設置されている。つまり、電気系統と冷却システムとを分けて設置して
いることになる。この仕切り部材１３は熱伝導率が低い非金属等の材料からなり、例えば
プラスチック等の樹脂からなる。
【００７７】
　冷却ユニットを必要とするような、発熱量が大きい超音波プローブにおいては、プロー
ブコネクタ部４内部にも回路基板８ａ等の発熱源あると想定され、この回路基板８ａ等の
電気系統による発熱によって放熱器６の放熱効率を下げてしまうおそれがある。
【００７８】
　この実施形態に係る超音波プローブコネクタ４においては、放熱器６及びポンプ５ａ、
５ｂ等からなる冷却ユニットと発熱源となる回路基板８ａ等とを断熱性のある仕切り部材
１３により隔てることにより、回路基板８ａ等から発生した熱が放熱器６及びポンプ５ａ
、５ｂ等からなる冷却ユニットに伝わり難くなる。そのことにより、放熱器６の放熱効率
の低下を防ぐことが可能となる。
【００７９】
　また、放熱器６、ポンプ５ａ、５ｂ及び冷媒管７ａ等からなる冷却ユニットには冷却媒



(12) JP 4594710 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

体が循環するため、その冷却媒体が放熱器６や冷媒管７ａ等から漏れると、その漏れた冷
却媒体により回路基板８ａや信号線１１ａ等の電気部品がショートしたり、漏電したりす
るおそれがある。この実施形態に係る超音波プローブコネクタ４のように、回路基板８ａ
等の電気系統を仕切り部材１３内に格納して、放熱器６及びポンプ５ａ、５ｂからなる冷
却ユニットと隔てることにより、放熱器６等から冷却媒体が漏れても回路基板８ａ等の電
気系統に触れることがないため、電気部品がショートすることがない。
【００８０】
［第３の実施の形態］
　この発明の第３の実施形態に係るプローブコネクタ部の概略構成について、図５を参照
しつつ説明する。図５は、この発明の第３の実施形態に係るプローブコネクタ部の概略構
成を示す図である。図５（ａ）は、第３の実施形態に係るプローブコネクタ部のコネクタ
ケースの斜視図である。図５（ｂ）は、第３の実施形態に係るプローブコネクタ部の正面
図である。
【００８１】
　この第３の実施形態に係るプローブコネクタ部の構成は、第１の実施形態に係るプロー
ブコネクタ部の構成とほぼ同じであるが、コネクタケースの形状が異なる。図５（ａ）に
プローブコネクタ部４のコネクタケース１４のみを示す。実際は、このコネクタケース１
４から、信号線１１ａ及び冷媒管７ａ、７ｂが内蔵されたケーブル１１がプローブ部２ま
で延びている。
【００８２】
　図５（ａ）、（ｂ）に示すように、コネクタケース１４の両側面は凹凸状となっており
、波状の形状を有している。側面が平坦な形状を有するよりも凹凸状の形状を有すること
により放熱面積が大きくなり、コネクタケース１４の側面は冷却フィンとして機能する。
このプローブケース１４の材料としては、例えばアルミニウム（Ａｌ）のように、熱伝導
率及び放射性が高い材料が好ましいが、この発明においては特にこれらの材料に限定され
ず、銅（Ｃｕ）等の金属や、ＳＵＳその他の合金であっても良い。
【００８３】
　放熱器６とコネクタケース１４との結合方法としては、熱伝導を考慮して溶接や蝋付け
といった方法で強固に接続することが望ましいが、熱伝導率の高いシリコングリス等を介
してねじ止め等で密着させても十分な熱伝導率を確保することができる。
【００８４】
　放熱器６は上述した実施形態と同様にコネクタケース１４の内面に接触して設置されて
いるため、放熱器６を通る冷却媒体の熱はコネクタケース１４の内面（側面）に伝わり、
側面からコネクタケース１４の外部に放出される。そして、側面は凹凸状の形状となって
いるため平坦な形状よりも放熱面積は大きくなり、その側面から放熱される熱量を増やす
ことが可能となる。このように放熱性が向上するため、効率良く放熱器６を通る冷却媒体
の熱をコネクタケース１４の外部に放出することができ、その結果、冷却システムの冷却
能力を向上させることが可能となる。
【００８５】
　さらに第３の実施形態においては、図５（ｂ）に示すように放熱器６をコネクタケース
１４の両面側に設置している。このように放熱器６を両面側に設置することで、放熱器６
を通る冷却媒体の熱をコネクタケース１４の両面から外部に放出させることが可能となる
ため、更に放熱性が向上し、その結果、冷却システムの冷却能力を更に向上させることが
可能となる。
【００８６】
（動作）
　この第３の実施形態に係る超音波プローブ及び超音波診断装置の動作について簡単に説
明する。ポンプ５ａにより冷媒管７ａに冷却媒体が送り出され、冷媒管７ａを介してプロ
ーブ部２の受熱器３に冷却媒体が送り出される。冷媒管７ａによって受熱器３に到達した
冷却媒体は、超音波プローブ２内の熱を吸熱する。そして、吸入ポンプ５ｂによる吸入が
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行われると、冷却媒体は冷媒管７ｂを介してプローブ部２の受熱器３から吸入ポンプ５ｂ
に吸入される。吸入ポンプ５ｂに吸入された冷却媒体は冷媒管７ｃを介してコネクタケー
ス１４の両面側に設置されている２つの放熱器６に送り出される。
【００８７】
　放熱器６に送り出された冷却媒体は、ヘッダーパイプ６ａを介して多数の冷却媒体通路
６ｃに送り出される。そして、多数の冷却媒体通路６ｃ内を通る際に、冷却媒体の熱が放
熱器６から外部に放熱されて冷却媒体が冷却される。このとき、コネクタケース１４の側
面が凹凸状の形状を有し、冷却フィンとなっているため放熱面積が大きくなり、効率良く
冷却媒体の熱をコネクタケース１４の外部に放出することが可能となる。そして、冷却媒
体は多数の冷却媒体通路６ｃ内を通ってフッダーパイプ６ｂから放熱器６の外部に送り出
され、冷媒管７ｄを介して２つの放熱器６から送出ポンプ５ａに送り出される。
【００８８】
　このように、多数の冷却媒体通路６ｃを並列して連結するとともに、コネクタケース１
４の側面の形状を凹凸状のフィン形状とすることで、放熱器６及びコネクタケース１４の
放熱面積が大きくなるため、放熱の効率が更に良くなる。放熱の効率を向上させるために
放熱器６を大きくする必要がないため、超音波プローブの小型化が可能となる。
【００８９】
　２つの放熱器６により冷却されて送出ポンプ５ａに送り出された冷却媒体は、再び送出
ポンプ５ａにより送出され、冷媒管７ａを介してプローブ部２の受熱器３に送り出される
。
【００９０】
　なお、この実施形態においては放熱器６をコネクタケース１４の両側に設置したが、第
１及び第２の実施形態に係るプローブコネクタ部のように、片側だけに設置しても構わな
い。このように片側だけに放熱器６を設置した場合、その放熱器６を設置した側の外側の
側面を凹凸状の形状とする。このように、放熱器６の設置場所に対応させてコネクタケー
ス１４の外側の面の形状を凹凸状とすることで、放熱器６から放熱されてコネクタケース
１４に伝達された熱が、そのコネクタケース１４から外部に放熱されやすくなり、放熱の
効率が向上する。
【００９１】
　また、第１及び第２の実施形態に係るプローブコネクタ部においても、コネクタケース
の両側に放熱器６を設けることにより、放熱器６の放熱性を向上させ、そのことにより冷
却システムの冷却能力を向上させても良い。
【００９２】
［第４の実施の形態］
　この発明の第４の実施形態に係るプローブコネクタ部の概略構成について、図６を参照
しつつ説明する。図６は、この発明の第４の実施形態に係るプローブコネクタ部の概略構
成を示す図である。図６（ａ）は、第４の実施形態に係るプローブコネクタ部の正面図で
ある。図６（ｂ）は、図６（ａ）に示す線分Ｂ－Ｂ’に沿ったプローブコネクタ部の断面
図である。
【００９３】
　この第４の実施形態に係るプローブコネクタ部は、第１の実施形態に係るプローブコネ
クタ部と同様に、ポンプ５ａ、５ｂを備え、コネクタケース１５の片面側に放熱器６を備
えているが、更に、コネクタケース１５内に冷却ファン１６を備えている。この冷却ファ
ン１６は、例えばコネクタケース１５の前面側に設置されて、コネクタケース１５の外部
からコネクタケース１５の内部に外気を取り込む。
【００９４】
　また、第２の実施形態に係るプローブコネクタ部と同様に、回路基板８ａ等の電気系統
の部品は仕切り部材１３の内部に格納されて、ポンプ５ａ、５ｂ及び放熱器６からなる冷
却システムから隔てられている。
【００９５】
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　さらに、放熱器６と仕切り部材１３との間に断熱材１７が設けられている。放熱器６と
断熱材１７との間には、冷却媒体通路６ｃの並列方向に延びる僅かな隙間が形成されてい
る。その僅かな隙間が通風路１８となり、冷却ファン１６によってコネクタケース１５の
前面から取り込まれた外気が、この通風路１８を通ってコネクタケース１５の背面（冷却
ファン１６が設置されている側の反対側の面）に抜けていく（矢印Ｃの方向）。また、コ
ネクタケース１５の背面から外気を取り込み、コネクタケース１５の前面に抜けていく流
れでも良い（矢印Ｃの反対方向）。この通風路１８内には放熱器６と断熱材１７とに接続
され、銅（Ｃｕ）等の金属からなる放熱板１８ａが設けられている。この放熱板１８ａは
複数回折れ曲った状態で放熱器６と断熱材１７との間に設置されている。
【００９６】
　また、コネクタケース１５において、放熱器６が設けられている面の外側の面が凹凸状
の形状を有し、その面が冷却フィンとして機能する。この実施形態においては、片面側だ
けに放熱器６を設けたが、第３の実施形態に係る超音波プローブコネクタのように両面側
に放熱器６を設けても良い。さらに、コネクタケース１５の外側両面の形状を凹凸状とし
ても良い。
【００９７】
　以上の構成を有するプローブコネクタ部４によると、コネクタケース１５の内部に設け
た冷却ファン１６によりコネクタケース１５の外から内部に外気が吸入される。その吸入
された外気は、放熱器６を断熱材１７との間に形成された通風路１８を通って、例えば、
コネクタケース１５の裏面に形成された排出口（図示しない）からコネクタケース１５の
外部に排出される（外気は矢印Ｃの方向に通り抜ける）。このように放熱器６が外気に触
れることにより、コネクタケース１５の側面からだけでなく、その外気によっても放熱器
６からの熱が外部に放出される。それにより、放熱器６を通る冷却媒体の温度を効率良く
低下させることが可能となる。
【００９８】
　プローブ部２での発熱量が大きくなり、より高い放熱効率が求められる場合、放熱器６
での冷却媒体の冷却効率を良くする必要がある。この実施形態のように、コネクタケース
１５の内部に冷却ファン１６を設置し、放熱器６を強制的に冷却することで、その放熱器
６を流れる冷却媒体の温度を更に効率良く低下させることが可能となる。
【００９９】
［第５の実施の形態］
　この発明の第５の実施形態に係るプローブコネクタ部及び超音波診断装置本体について
、図７を参照しつつ説明する。図７は、この発明の第５の実施形態に係るプローブコネク
タ部及び超音波診断装置本体の概略構成を示す図である。図７（ａ）は、第５の実施形態
に係るプローブコネクタ部及び超音波診断装置本体の側面図である。図７（ｂ）は、第５
の実施形態に係るプローブコネクタ部及び超音波診断装置本体の上面図である。
【０１００】
　この第５の実施形態に係るプローブコネクタ部は、第１の実施形態に係るプローブコネ
クタ部と同様に、ポンプ５を備えて、コネクタケース２０の片面側に放熱器６を備えてい
る。この実施形態においては１つのポンプ５が備えられ、１つのポンプによって冷媒の送
り出し及び吸入を行っている。また、放熱器６は、Ｃｕ等の金属からなる冷媒管を折り曲
げて全体として板状の形状をなしている。さらに、コネクタケース１５の内部に冷却媒体
を一次的に貯蔵するための冷媒タンク１９が設けられている。
【０１０１】
　さらに、第４の実施形態に係るプローブコネクタと同様に、コネクタケース２０の内部
には、放熱器６に沿って断熱材（図示しない）が設けられ、その断熱材と放熱器６との間
に通風路１８が形成されている。また、第４の実施形態と異なり、コネクタケース２０内
には冷却ファン１６は設けられておらず、超音波診断装置本体１の内部に冷却ファン１６
が設けられている。超音波診断装置本体１の内部には、外気をコネクタケース２０内に送
るための通風路２１が設けられている。冷却ファン１６はその通風路２１内に設置されて
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超音波診断装置本体１の外部から外気を超音波診断装置本体１の内部に取り込み（矢印Ｄ
の方向）、その取り込んだ外気をプローブコネクタ部４の内部に送り込む。
【０１０２】
　プローブコネクタ部４のコネクタケース２０には、超音波診断装置本体１と接続される
側に、超音波診断装置本体１から送り込まれる外気をコネクタケース２０の内部に導入す
るための開口部２２ａが形成されている。その開口部２２ａから外気をコネクタケース２
０の内部に取り込み、通風路１８を通ってコネクタケース２０の前面側の底部に形成され
た排出口２２ｂからコネクタケース２０の外部に排出する。
【０１０３】
　放熱器６が外気に触れることにより、コネクタケース２０の側面からだけでなく、その
外気によっても放熱器６からの熱が外部に放出される。それにより、放熱器６を通る冷却
媒体の温度を効率良く低下させることが可能となる。さらに、冷却ファン１６を超音波診
断装置本体１に設置することで、その分、プローブコネクタ部４を小型化することが可能
となる。
【０１０４】
　この実施形態に係る超音波診断装置の動作について簡単に説明する。ポンプ５により冷
媒タンク１９から冷媒を吸入し、冷媒管７ａを介してプローブ部２の受熱器３に送り出す
。そして、上述した実施形態と同様に、受熱器３にてプローブ部２から発せられた熱を吸
収し、ポンプ５により冷媒管７ｂを介してポンプ５に吸入されてプローブコネクタ部４に
戻ってくる。そして、プローブ部２の熱を吸収して温度が上昇した冷却媒体はポンプ５に
より放熱器６に送り出される。放熱器６はコネクタケース２０の内面に密着しているため
、冷却媒体の熱は、放熱器６によりコネクタケース２０の側面を介してコネクタケース２
０の外部に放出される。さらに、冷却ファン１６により送られる外気によって放熱器６の
温度が低下するため、そのことによっても冷却媒体の温度を低下させることができる。放
熱器６により温度が下げられた冷却媒体は、ポンプ５の吸入により放熱器６から冷媒タン
ク１９に送り出され、冷媒タンク１９に貯蔵される。そして、再びポンプ５により冷媒タ
ンク１９から冷却媒体がプローブ部２の受熱器３に送り出される。この一連の動作が繰り
返されることにより、プローブ部２の温度上昇を抑制している。
【０１０５】
［第６の実施の形態］
　この発明の第６の実施形態に係る超音波診断装置について、図８を参照しつつ説明する
。図８は、この発明の第６の実施形態に係る超音波診断装置の概略構成を示す図である。
【０１０６】
　この第６の実施形態に係る超音波診断装置は、プローブ部２内の温度又は冷媒の温度の
うち少なくとも一方の温度を検出し、その検出結果に基づいて冷却ユニットのポンプ５又
は冷却ファン１６の動作を制御することで、プローブ部２内を安全な温度範囲に維持する
ものである。
【０１０７】
　ポンプ５及び放熱器６からなる冷却ユニットを常時、最大の能力で稼動させるのであれ
ば、プローブ部２の温度上昇を常時、最小限に抑制することができる。しかしながらプロ
ーブ部２の発熱量が多い場合を想定して、その発熱量に対応して冷却ユニットの冷却能力
を大きく設計すると、プローブ部２の稼動条件が殆ど発熱しない条件の場合や、プローブ
部２を使用する環境の温度が低く、プローブ部２の温度上昇が小さい場合等には、その設
計した冷却能力によりプローブ部２を冷却すると、超音波プローブ２の温度が低下し過ぎ
てプローブ部２内で結露が発生するおそれがある。また、冷却ユニットはポンプ５や冷却
ファン１６等の電気部品を含むため、冷却ユニットを稼動させると電力が消費される。冷
却が必要でない温度のときに冷却ユニットを常時、最大の能力で稼動させると、無駄な電
力を消費することになる。
【０１０８】
　そこで、この実施形態に係る超音波診断装置では、プローブ部２内の温度又は冷却媒体
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の温度を検出し、その結果に基づいて冷却ユニットの動作を制御することで、過度の冷却
による結露や無駄な消費電力の発生を抑制している。
【０１０９】
　この実施形態に係る超音波診断装置に備えられているプローブ部２及びプローブコネク
タ部４の構成は第１乃至第５の実施形態に係るプローブ部及びプローブコネクタ部の構成
とほぼ同じ構成を有している。図８には代表して第５の実施形態に係るプローブコネクタ
部が示されているが、第１乃至第４の実施形態に係るプローブコネクタ部であっても良い
。
【０１１０】
　この実施形態においてはプローブ部２の内部又はプローブコネクタ部４の内部に温度検
出器（温度センサ）２３を設けている。プローブ部２の内部に設置する場合は、熱源とな
る圧電振動子が設置されている側（プローブ部２の表面側）、受熱器６が設置されている
周辺、又は回路基板（図示しない）の周辺のうち、少なくとも１箇所に温度検出器２３を
設置する。従って、複数の場所の温度をモニタするために複数箇所に温度検出器２３を配
置しても良く、１つの場所の温度をモニタするために１箇所だけに温度検出器２３を配置
しても良い。このようにプローブ部２の内部に温度検出器２３を設置することで、プロー
ブ部２の温度をモニタする。
【０１１１】
　また、プローブコネクタ部４の内部に設置する場合は、放熱器６の周辺又は冷媒タンク
１９の周辺のうち、少なくとも１箇所に温度検出器２３を設置する。この場合も、複数箇
所に温度検出器２３を配置しても良く、１箇所だけに温度検出器２３を配置しても良い。
このよう放熱器６の周辺又は冷媒タンク１９の周辺に温度検出器２３を設置することで、
冷却媒体の温度をモニタする。また、プローブ部２及びプローブコネクタ部４の両方に温
度検出器２３を設置して、両方の温度をモニタしても良い。
【０１１２】
　なお、プローブ部２の表面温度をモニタする場合、プローブ部２の表面側（圧電振動子
が設置されている側）に温度検出器２３を設置することで、直接、プローブ部２の表面の
温度をモニタすることができる。このようにプローブ２の表面側に設置しなくても、プロ
ーブ部２内の回路基板（図示しない）の周辺や受熱器３の周辺に温度検出器２３を設置し
て周辺温度を検出しても表面温度を推測することで間接的に表面温度をモニタすることが
できる。また、コネクタケース内の放熱器６等の周辺に温度検出器２３を設置することに
より冷却媒体の温度をモニタすることで、受熱器２にて吸熱した熱量を推測してプローブ
２内の温度を間接的にモニタすることもできる。
【０１１３】
　温度検出器２３には信号線２４が接続されており、温度検出器２３により検出された温
度を示す電気信号がその信号線２４により超音波診断装置１に出力される。
【０１１４】
　超音波診断装置１には冷却システムを制御するために、温度検出部１ａ、システム制御
部１ｂ、冷媒流量制御部１ｃ及び冷却ファン制御部１ｄが設けられている。温度検出部１
ａは、温度検出器２３からの電気信号に基づいて温度を算出する。システム制御部１ｂは
、プローブ部２の駆動状態と温度検出部１ｂにより算出された温度とから、プローブ部２
の表面温度が安全な温度範囲に含まれるための冷却ユニットの駆動条件を求め、冷媒流量
制御部１ｃ又は冷却ファン制御部１ｄに制御信号を出力する。ここで、安全な温度範囲と
は、プローブ２を被検体に接触させても安全な温度範囲のことを意味する、一般的にこの
安全な温度範囲は、３０℃～５０℃となっているため、プローブ２の表面温度がこの温度
範囲に含まれるように冷却システムの駆動条件を求める。
【０１１５】
　例えば、温度検出器２３により検出された温度とプローブ部２の表面温度を安全な温度
範囲に維持するための冷却ユニットの駆動条件とを対応付けたテーブルを予め作成してお
き、そのテーブルを超音波診断装置本体１に設けられたメモリ等の記憶部（図示しない）
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に記憶しておく。
【０１１６】
　具体的には、温度検出器２３により検出された温度と冷却媒体の流量とを対応付けたテ
ーブルや、検出された温度とポンプ５に印加すべき駆動電圧とを対応付けたテーブルや、
検出された温度と冷却ファン１６に印加すべき駆動電圧とを対応付けたテーブル等を予め
作成し、記憶部に記憶しておく。そして、システム制御部１ｂは検出された温度に基づい
て記憶部に記憶されているテーブルを参照し、プローブ部２の表面温度を安全な温度範囲
に維持するための冷却媒体の流量、ポンプ５の駆動電圧又は冷却ファン１６の駆動電圧等
を求める。求められた駆動電圧等を示す制御信号が冷媒流量制御部１ｃ又は冷却ファン制
御部１ｄに出力される。
【０１１７】
　冷媒流量制御部１ｃはポンプ５に接続され、システム制御部１ｂから出力された制御信
号に基づいてポンプ５に印加する駆動電圧を変えたり、流量を調整する流量調整弁の開口
の大きさを変えたりする。冷却ファン制御部１ｄは冷却ファン１６に接続され、システム
制御部１ｂから出力された制御信号に基づいて冷却ファン１６に印加する駆動電圧を変え
たり、周波数の大きさを変えたりする。
【０１１８】
（動作）
　以上の構成を有する超音波診断装置の動作について説明する。まず、プローブ部２の内
部又はプローブコネクタ部４の内部に設置されている温度検出器２３により、プローブ部
２の表面温度や放熱器６の周辺温度等が検出される。ここでは、プローブ部２の表面側（
超音波振動子が設置されている側）に温度検出器２３が設置されている場合について説明
する。
【０１１９】
　温度検出器２３により検出された、プローブ部２の表面側の温度に対応する電気信号は
、信号線２３により超音波診断装置１に設置されている温度検出部１ａに出力される。温
度検出部１ａはその電気信号を受けてプローブ部２の表面側の温度を算出し、その温度情
報をシステム制御部１ｂに出力する。システム制御部１ｂはその温度情報に基づいて、プ
ローブ２の表面温度が安全な温度範囲内に維持されるための冷却システムの駆動条件を求
める。
【０１２０】
　検出された温度が高い場合は冷却システムの冷却能力を高くし、検出された温度が低い
場合は冷却システムの冷却能力を低くする。つまり、検出された温度が高くなるほど冷却
システムの冷却能力を高くする。例えばポンプ５の駆動条件を変えて冷却媒体の流量を調
整して冷却能力を制御する。検出された温度が高い場合はポンプ５から受熱器３に送り出
す冷却媒体の量を増やし、検出された温度が低い場合はポンプ５から受熱器３に送り出す
冷却媒体の量を減らす。
【０１２１】
　このような制御を行なうため、システム制御部１ｂは超音波診断装置本体１の記憶部（
図示しない）に記憶されているテーブルを参照し、そのテーブルと検出された温度とから
例えば冷却媒体の流量を求める。この場合、検出された温度と安全な温度範囲に維持する
ための冷却媒体の流量とを対応付けたテーブルを予め作成しておき、そのテーブルを参照
することで冷却媒体の流量を求める。そして、この流量の冷却媒体を流すための駆動電圧
を求め、その電圧情報を冷媒流量制御部１ｃに出力する。
【０１２２】
　また、検出された温度と安全な温度範囲に維持するためにポンプ５に印加すべき駆動電
圧とを対応付けたテーブルを予め作成しておき、そのテーブルを参照することで駆動電圧
を求め、その電圧情報を冷却媒体制御部１ｃに出力しても良い。
【０１２３】
　検出された温度が高い場合は、ポンプ５に印加する駆動電圧を高くしてポンプ５から送
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り出される冷却媒体の流量を増やす。一方、検出された温度が低い場合は、ポンプ５に印
加する駆動電圧を小さくしてポンプ５から送り出される冷却媒体の流量を減らす。つまり
、検出された温度が高くなるほどポンプ５に印加する駆動電圧を高くして、ポンプ５から
送り出される冷却媒体の流量を増やす。
【０１２４】
　冷媒流量制御部１ｃは、システム制御部１ｂにより求められた駆動電圧でポンプ５を駆
動させる。検出された温度が高くなるほど高い駆動電圧をポンプ５に印加し、ポンプ５か
ら送り出される冷却媒体の量を増やす。このように検出された温度に応じてポンプ５に印
加する駆動電圧の大きさを変えることにより、プローブ２の表面温度を安全な温度範囲に
維持することが可能となる。さらに、プローブ部２が過度に冷却されなくなるため、無駄
な電力を消費することがなくなる。また、過度の冷却による結露の発生を抑制することが
可能となる。
【０１２５】
　また、ポンプ５に印加する駆動電圧を変えるだけでなく、ポンプ５に設けられている冷
却媒体の流量を調整する流量調整弁（図示しない）の開口の大きさ（開度）を調整するこ
とにより、ポンプ５からプローブ部２の受熱器３に送り出される冷却媒体の流量を調整し
ても良い。
【０１２６】
　このような制御を行なうため、システム制御部１ｂは、超音波診断装置本体１の記憶部
（図示しない）に記憶されているテーブルを参照し、そのテーブルと検出された温度とか
ら冷却媒体の流量を求める。この場合、検出された温度と安全な温度に維持するための冷
却媒体の流量とを対応付けたテーブルを予め作成しておき、そのテーブルを参照すること
で、冷却媒体の流量を求める。そして、この流量の冷却媒体を流すための流量調整弁の開
口の大きさ（開度）を求め、その開度情報を冷媒流量制御部１ｃに出力する。そして、冷
媒流量制御部１ｃの制御により流量調整弁の開口の大きさを調整し、受熱部３に送り出す
冷却媒体の流量を調整する。
【０１２７】
　検出された温度が高い場合は、冷媒流量制御部１ｃの制御により流量調整弁の開口の大
きさを大きくすることで、受熱器３に送り出される冷却媒体の流量を増やす。一方、検出
された温度が低い場合は、冷媒流量制御部１ｃの制御により流量調整弁の開口の大きさを
小さくすることで、受熱器３に送り出される冷却媒体の流量を減らす。つまり、検出され
た温度が高くなるほど流量調整弁の開口の大きさを大きくして、ポンプ５から送り出され
る冷却媒体の流量を増やす。このように検出された温度に応じてポンプ５に設けられた流
量調整弁の開口の大きさを変えることにより、プローブ２の表面温度を安全な温度範囲に
維持することが可能となる。さらに、過度の冷却による結露の発生を抑制することが可能
となる。
【０１２８】
　また、プローブコネクタ部４内の空気の流量を調整して冷却能力を制御する場合は、シ
ステム制御部１ｂは冷却ファン１６の駆動条件を求める。検出された温度が高い場合は、
冷却ファン１６の回転速度を速くしてプローブコネクタ部４に取り入れる外気の流量を増
やす。システム制御部１ｂは、取り入れる外気の流量を増やすための冷却ファン１６の駆
動電圧を求め、その電圧情報を冷却ファン制御部１ｄに出力する。この場合も、検出され
た温度が高くなるほど冷却ファン１６に印加する駆動電圧を高くして、冷却ファン１６に
より取り込まれる外気の流量を増やす。
【０１２９】
　このような制御を行なうため、システム制御部１ｂは、超音波診断装置本体１の記憶部
（図示しない）に記憶されているテーブルを参照し、そのテーブルと検出された温度とか
ら冷却ファンの駆動電圧を求める。この場合、検出された温度と安全な温度に維持するた
めの冷却ファンの駆動電圧とを対応付けたテーブルを予め作成しておき、そのテーブルを
参照することで駆動電圧を求める。そして、その電圧情報を冷却ファン制御部１ｄに出力
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する。そして、冷却ファン制御部１ｄの制御により冷却ファン１６の回転速度を調整し、
外気の量を調整する。
【０１３０】
　冷却ファン制御部１ｄは、システム制御部１ｂにより求められた駆動電圧で冷却ファン
１６を駆動させる。検出された温度が高くなるほど高い駆動電圧を冷却ファン１６に印加
し、冷却ファン１６により取り込まれる外気の流量を増やす。このように検出された温度
に応じて冷却ファン１６に印加する駆動電圧の大きさを変えることにより、プローブ２の
表面温度を安全な温度範囲に維持することが可能となる。さらに、プローブ部２が過度に
冷却されなくなるため、無駄な電力を消費することがなくなる。また、過度の冷却による
結露の発生を抑制することが可能となる。
【０１３１】
　また、周波数を変えて冷却ファン１６を駆動させても良い。冷却ファン制御部１ｄは、
検出された温度が高くなるほど高い周波数で冷却ファン１６を駆動し、冷却ファン１６の
回転速度を上げて取り込む外気の流量を増やす。このように周波数を制御してもこの発明
の作用及び効果を奏することが可能となる。
【０１３２】
　以上のように、検出された温度に基づいてポンプ５又は冷却ファン１６の駆動条件を変
えることにより、プローブ部２の温度に応じた冷却を行うことが可能となる。その結果、
プローブ部２の温度を安全な温度範囲内に維持することができ、過度の冷却による結露や
無駄な電力の消費等を抑制することが可能となる。
【０１３３】
　以上の例においては、プローブ部２の表面側に温度検出器２３を設けて、直接、プロー
ブ部２の表面温度を検出したが、プローブコネクタ部４内の放熱器６付近に温度検出器２
３を設けて放熱器６の温度を検出することにより間接的にプローブ部２の温度をモニタし
、プローブ部２の温度を調整しても良い。
【０１３４】
　放熱器６の周辺温度が高い場合は、放熱器６から放出される熱量が多いと判断できる。
つまり、受熱器３において冷却媒体が吸熱した熱量が多いと判断できる。この場合は、プ
ローブ部２の温度が高いと判断できるため、検出された温度が高い場合は、システム制御
部１ｂ等は冷却システムの冷却能力を高める。上述したように、ポンプ５に印加する駆動
電圧を大きくすることによりプローブ部２に送り出す冷却媒体の流量を増やしたり、ポン
プ５に設けられている流量調整弁の開口の大きさを大きくすることにより冷却媒体の流量
を増やしたりする。また、冷却ファン１６に印加する駆動電圧を大きくして外部から取り
入れる外気の流量を増やす。
【０１３５】
　一方、放熱器６の周辺温度が低い場合は、放熱器６から放出される熱量が少ないと判断
できる。つまり、受熱器３において冷却媒体が吸熱した熱量が少ないと判断できる。この
場合は、超音波プローブ２の温度が低いと判断できるため、検出された温度が低い場合は
、システム制御部１ｂ等は冷却システムの冷却能力を低くする。上述したように、ポンプ
５に印加する駆動電圧を小さくすることにより超音波プローブ２に送り出す冷却媒体の流
量を減らしたり、ポンプ５に設けられている流量調整弁の開口の大きさを小さくすること
により冷却媒体の流量を減らしたりする。また、冷却ファン１６に印加する駆動電圧を小
さくして外部から取り入れる外気の流量を減らす。
【０１３６】
　このように検出された温度（放熱器６の周辺温度）に応じてポンプ５に印加する駆動電
圧の大きさを変えたり、流量調整弁の開口の大きさを変えたり、冷却ファン１６に印加す
る駆動電圧の大きさを変えたりすることにより、プローブ２の表面温度を安全な温度範囲
に維持することが可能となる。また、プローブ部２が過度に冷却されなくなるため、無駄
な電力を消費することがなくなる。さらに、過度の冷却による結露の発生を抑制すること
が可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】この発明の実施形態に係る超音波診断装置の概略構成を示す図である。
【図２】この発明の第１の実施形態に係るプローブコネクタ部の概略構成を示す図である
。
【図３】この発明の第１の実施形態に係るプローブコネクタ部内に設置される放熱器の構
造を示す図である。
【図４】この発明の第２の実施形態に係るプローブコネクタ部の概略構成を示す図である
。
【図５】この発明の第３の実施形態に係るプローブコネクタ部の概略構成を示す図である
。
【図６】この発明の第４の実施形態に係るプローブコネクタ部の概略構成を示す図である
。
【図７】この発明の第５の実施形態に係るプローブコネクタ部及び超音波診断装置本体の
概略構成を示す図である。
【図８】この発明の第６の実施形態に係る超音波診断装置の概略構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１３８】
　１　超音波診断装置本体
　２　プローブ部
　３　受熱器
　４　プローブコネクタ部
　５、５ａ、５ｂ　ポンプ
　６　放熱器
　６ｃ　冷却媒体通路
　７ａ、７ｂ　冷媒管
　８ａ、８ｂ、８ｃ　回路基板
　９ａ　ソケットコネクタ
　９ｂ　ＤＬコネクタ
　１０　コネクタロック機構部
　１１　ケーブル
　１１ａ　信号線
　１２、１４、１５、２０　コネクタケース
　１３　仕切り部材
　１６　空冷ファン
　１７　断熱材
　１８、２１　通風路
　１９　冷媒タンク
　２３　温度検出器（温度センサ）
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部。此外，由于散热器6沿着内侧的表面布置。在连接器壳体12中，可以
减小连接器壳体内部的散热器6占据的空间。以这种方式，超声波探头可
以小型化，同时通过散热器6提高热辐射效率
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